
北島町民アンケート 調査票 

※該当するものを○で囲んでください。また、自由記述欄はご記入ください。 

質問１．性別をお尋ねいたします。 

イ、男性   ロ、女性 

 

質問２．年齢をお尋ねいたします。 

イ、１８～２０歳  ロ、２０歳代  ハ、３０歳代  ニ、４０歳代  ホ、５０歳代 

ヘ、６０歳代    ト、７０歳以上 

 

質問３．あなたは、議会に関心がありますか。 

    イ、関心がある  ロ、どちらかといえば関心がある  ハ、どちらともいえない 

ニ、どちらかといえば関心がない   ホ、関心がない 

 

質問４．あなたは、議会傍聴したことはありますか。 

    イ、ある   ロ、ない 

 

質問５．あなたは【議会だより】【議会ホームページ】【議会動画配信】をご覧になったことがありますか。 

    イ、よく見ている  ロ、時々見ている  ハ、１～２回見たことがある 

ニ、見たことがない  ホ、存在を知らない 

 

質問６．あなたは、議員が町民の代表として、町政に町民の声を反映していると思いますか。 

    イ、反映していると思う  ロ、どちらかといえば反映していると思う 

ハ、どちらかといえば反映していないと思う  ニ、反映していないと思う 

ホ、わからない 

 

質問７．質問６で「どちらかといえば反映していないと思う」「反映していないと思う」を 

選択された方のみ、その理由を教えてください。（１つ選択） 

    イ、町民との対話がない   ロ、町民の要望が実現されていない 

ハ、議会で積極的に発信しているとは思えない   

ニ、請願・陳情などの対応が不十分   ホ、その他 

 

質問８．議会や議員のあるべき姿として、何を期待しますか。（複数回答） 

    イ、町・町民の利益となるような政策提言   ロ、町の行政運営などに対する議会のチェック機能 

ハ、町民生活で困っていることの相談相手   ニ、議会での審議結果に関する町民への報告 

ホ、議会の仕組みなどに関する町民への説明  ヘ、その他 

 

質問９．あなたは、議会議員の名前を何人ご存じですか。 

    イ、０人  ロ、１人  ハ、２～５人  ニ、６～９人  ホ、全員 

 

アンケートは裏面に続きます 



質問１０．あなたは、議員に自分の意見・要望を伝えていますか。 

    イ、伝えている  ロ、時々伝えている  ハ、伝えていない 

 

質問１１．質問１０で「伝えていない」を選択した方のみ、その理由を教えてください。（複数回答） 

    イ、伝える意見や要望が特にない  ロ、伝える手段が分からない 

ハ、議員に意見・要望をしても実現しない  ニ、意見や要望は、直接役場に伝えている 

ホ、議員に遠慮して伝えていない  ヘ、知っている議員がいない  ト、その他 

 

質問１２．議員のなり手不足は、何が原因だと思いますか。（複数回答） 

    イ、議員と仕事の両立ができない  ロ、政治に関心がない  ハ、選挙費用がかかる 

ニ、議員報酬が低い  ホ、その他 

 

質問１３．あなたは、若者・女性の方の立候補を促すのに、日頃から何が必要だと思いますか。 

（複数回答）（自由記述） 

    イ、町民の町政への関心を高める  ロ、議会の役割を町民に広く知らせる 

ハ、議員が町民との対話を積極的に行う  ニ、議会と議員の活動を町民に知らせる 

ホ、議員の報酬を高くする  ヘ、議員に政務活動費を支給する  ト、幼少期からの教育 

チ、その他 

（自由記述） 

   【                                             】 

 

質問１４．現在は定数１４名ですが、あなたは議会による健全な審議や町政のチェック機能、政策提言等を 

     今後も継続するため、議員定数は何人がよいと思われますか。 

    イ、もう少し増やす方がよい  ロ、このままでよい  ハ、減らした方がよい 

ニ、わからない 

 

質問１５．もし、あなたが議員になるとしたら、議員報酬はどれくらいが必要ですか。 

    イ、１０万円未満  ロ、１０万円～１５万円未満  ハ、１５万円～２０万円未満 

ニ、２０万円～２５万円未満  ホ、２５万円～３０万円未満   

ヘ、３０万円～３５万円未満  ト、３５万円以上 

 

  ※ 現在、北島町議会議員月報酬 ２２０，６００円  

 

質問１６．議会に対して、ご意見・ご要望がございましたら、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 

※本調査票を、同封の返信用封筒に入れ（切手は不要です）、平成３０年５月２５日（金）まで

に、お近くの郵便ポストへ投函してください。 


